
議
員
提
出
第
五
号
議
案

性
犯
罪
等
被
害
者
の
た
め
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
等
を
求
め
る
意
見
書

性
犯
罪
、
性
暴
力
被
害
者
に
あ
っ
て
は
、
被
害
者
の
個
人
の
尊
厳
が
害
さ
れ
、
被
害
者
が
み
ず
か
ら
を
個

人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
と
認
識
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
等
重
大
で
深
刻
な
被
害
が
生
じ

て
い
る
。
同
時
に
、
被
害
者
が
そ
の
被
害
の
性
質
上
、
支
援
を
求
め
る
こ
と
が
難
し
く
、
事
件
と
し
て
顕
在

化
す
る
も
の
は
氷
山
の
一
角
に
過
ぎ
な
い
。

性
犯
罪
、
性
暴
力
被
害
の
特
殊
性
、
深
刻
性
に
鑑
み
、
国
の
第
二
次
犯
罪
被
害
者
等
基
本
計
画
で
も
そ
の

必
要
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
性
犯
罪
等
被
害
者
の
た
め
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
を
各
都

道
府
県
に
最
低
一
カ
所
は
設
置
し
、
被
害
者
が
被
害
を
受
け
た
と
き
か
ら
直
ち
に
必
要
十
分
な
支
援
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
性
犯
罪
等
被
害
者
の
た
め
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー

の
設
置
の
支
援
を
含
め
、
次
の
項
目
を
含
む
施
策
の
早
急
な
実
施
を
強
く
求
め
る
。

一

性
犯
罪
、
性
暴
力
被
害
者
の
た
め
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
を
都
道
府
県
に
義
務
づ
け

る
法
律
を
早
急
に
制
定
し
、
二
十
四
時
間
体
制
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
設
置
や
全
国
共
通
番
号

の
相
談
電
話
窓
口
の
設
置
な
ど
性
犯
罪
等
被
害
者
支
援
の
た
め
の
施
策
を
総
合
的
に
策
定
す
る
と
と
も

に
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
の
援
助
な
ど
を
定
め
る
性
犯
罪
等
被
害
者
支
援
基
本
計
画
を
策
定
す

る
こ
と
。
ま
た
、
計
画
の
策
定
を
初
め
、
関
連
す
る
施
策
の
立
案
に
お
い
て
は
、
性
犯
罪
等
被
害
者
、
そ

の
支
援
者
な
ど
が
そ
の
立
案
過
程
に
参
加
し
実
態
に
即
し
た
形
で
行
う
こ
と
。

三

都
道
府
県
に
よ
る
性
犯
罪
等
被
害
者
支
援
計
画
の
策
定
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
立
及
び

運
営
に
対
す
る
財
政
援
助
な
ど
支
援
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

四

性
犯
罪
等
被
害
者
の
状
況
、
政
府
が
講
じ
た
性
犯
罪
等
被
害
者
支
援
施
策
の
実
施
の
状
況
に
関
す
る
報

告
書
を
公
表
す
る
こ
と
。

五

刑
法
強
姦
罪
の
適
切
な
見
直
し
を
行
う
と
と
も
に
、
刑
事
手
続
・
民
事
手
続
に
お
け
る
被
害
者
の
精
神

的
被
害
等
を
防
止
す
る
方
策
、未
成
年
者
に
対
す
る
性
犯
罪
に
係
る
公
訴
時
効
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日
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